
令和4年4月28日更新

Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況Ⅰ．職員の任免及び職員数に関する状況 変更があればその都度改訂します。

人

人

人

人

Ⅱ．職員の給与の状況Ⅱ．職員の給与の状況Ⅱ．職員の給与の状況Ⅱ．職員の給与の状況
１　総括１　総括１　総括１　総括

(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）(1)人件費の状況（普通会計決算）

(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算）(2)職員給与費の状況（普通会計決算）

（注）１　職員手当には退職手当を含まない。

      ２　職員数ついては、令和２年４月１日現在の人数（特別会計等67人を除く）である。

また、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））及び会計年度任用職員を含まない。

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれているが、

会計年度任用職員の給与費は含まれていない。

(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況(3) ラスパイレス指数の状況

    （注）１  ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較するため、

　　　　　　国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国の行政職俸給表（一）

　　　　　　適用職員の俸給月額を１００として計算した指数である。

　　　　　２　（）書きの数値は、地域手当補正後ラスパイレス指数を指す。地域手当補正後ラスパイレス

　　　　　　指数とは、地域手当を加味した地域における国家公務員と地方公務員の給与水準を比較する

　　　　　　ため、地域手当の支給率を用いて補正したラスパイレス指数。

　　　　　　（補正前のラスパイレス指数×（１＋当該団体の地域手当支給率）／（１＋国の指定基準に基

　　　　　　づく地域手当支給率）により算出。）

　　　　　３　類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単純平均した

　　　　　　ものである。

宇佐市人事行政の運営等の状況についてお知らせします。（令和３年度公表）

令和２年４月１日現在職員数

令和２年度退職者数

地方公務員法及び宇佐市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例に基づき、宇佐市人事行政の運営等の状況について公表します。

6,089

一人当たり

職員手当

令和３年４月１日現在職員数 668

千円 　　　　　千円

997,3492,200,431 467,968

25

26

令和３年４月１日採用者数

669

令和２年度

区　　分 歳 出 額

　　　　　　Ａ

住民基本台帳人口

　　　　　（令和２年度末）

人 件 費

　　　　　　Ｂ

令和２年度 人 千円

期末・勤勉手当 給与費 B/A

千円

（参考）類似団体平均

一人当たり給与費

千円

4,604

　　　　　　％

15.6

職員数

　　　　　千円 　　　　　千円

3,665,748

　　計　　Ｂ

千円

　　　　　　　千円

給　 料

602

　　　　　　Ａ

（参考）

人　

 令和元年度の人件費率

　　　　　　　　　　　％

人 件 費 率実質収支

　　　　　Ｂ／Ａ　　　

5,929,915

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

14.8939,70354,479 38,033,655

区　　分

H30.4.1

100.9 
H30.4.1

98.0 

H30.4.1

99.1 

H31.4.1

100.4 
H31.4.1

97.9 

H31.4.1

98.9 

R2.4.1

100.2 
R2.4.1

98.0 

R2.4.1

98.9 

R3.4.1

99.6 
R3.4.1

98.0 

R3.4.1

98.8 

75.0

80.0

85.0

90.0

95.0

100.0

105.0

110.0

宇佐市 類似団体平均 全国市平均

(100.2)(100.4)(100.9) (99.6)
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(4)給与改定の状況(4)給与改定の状況(4)給与改定の状況(4)給与改定の状況

①月例給

　　　　　　　

②特別給

　　　　　　　

(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について(5)給与制度の総合的見直しの実施状況について

①給料表の見直し

　[　実施　　未実施　]

　・実施内容
　　（給料表の改定実施時期）：平成２７年４月１日
　　（内容）
　　　一般行政職の給料表について、国の見直し内容を踏まえ、平均2.3％引下げ。
　　　若年層については、見直しなし。高齢層については、最も高い見直しで4.7％の引下げ。
　　　激変緩和のため、５年間（令和２年３月３１日まで）経過措置（現給保障）を実施。

②地域手当の見直し

　・地域手当は支給しておりません。

③その他の見直し内容

　・管理職員特別勤務手当について、国と同様に見直しを実施（平成２７年４月１日実施）。

(6) 特記事項(6) 特記事項(6) 特記事項(6) 特記事項

給料の削減等

◎全職員の給料をH18/4/1より一律5%削減、H22/4/1～H23/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝4%、3～6級＝5%、7級以上＝6%)

◎管理職手当をH18/1/1より削減 部長級～(支給率）給料の12%→H18/1/1から9%→H20/4/1から8%　　

課長級～(支給率）給料の8%→H18/1/1から6%→H20/4/1から5.5%　　

　　＊H22/4/1より、ｶｯﾄ後の中位層の額を参考に定額化している（課長級＝31,500円　部長級＝43,400円）

　　＊H25/9/1より、（課長級＝48,500円　部長級＝62,300円）に改定

　　＊H28/4/1より、（園長，所長等＝12,000円，21,500円　課長等＝48,500円，53,500円　部長等＝62,300円，66,200円，70,000円）に改定

　　＊H25/9/1～H29/3/31は １０％削減

◎職員の昇給をH20/1/1より1年間停止（若年層及び給料表の二表適用者除く）

◎新給料表への号給の切替え（H18/4/1）に伴う経過措置としての現給保障について、差額相当額の30％削減

◎職務級の見直し（H23/4/1，H27/4/1）に伴う経過措置としての現給保障について、差額相当額の5～20％削減

　H29/4/1～R2/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝2%、3～6級＝4%、7級以上＝6%)

円 円

（参考）
国　の　改　定　率給　与　改　定　率

人事委員会の勧告（宇佐市には人事委員会はありません。）

A
%

民間給与 較差 勧　告

令和2年度 円
－ － 改定なし

%%
－ －

（改定率）B A-B
公務員給与

　民間の支給
支　給　月　数

月

（参考）
国　の　年　間

　割合　　　　　A

4.45

（改定月数）A-B

4.45

区　　分

　H23/4/1～H25/8/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝3%、3～6級＝4%、7級以上＝5%)

　H26/5/1～H29/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝2%、3～6級＝3%、7級以上＝4%)

　R2/4/1～R5/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝1.5%、3級＝3%、4～6級＝4%、7級以上＝6%)

－

人事委員会の勧告（宇佐市には人事委員会はありません。）

月

（注）「民間の支給割合」は民間事業所で支払われた賞与等の特別給の年間支給割合、「公務員の支
給月数」は期末手当及び勤勉手当の年間支給月数である。

年間支給月数勧　告

　H25/9/1～H26/4/30は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝4%、3～6級＝5%、7級以上＝6.5%)　※国の東日本大震災に係る減額に応じたもの

（注）「民間給与」、「公務員給与」は、人事委員会勧告において公民の４月分の給与額をラスパイ
レス比較した平均給与月額である。

－

令和2年度

区　　分 　公務員の
　支給月数　　B

月 月 月
－ － －

較差

月
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２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況２　職員の平均給与月額、初任給等の状況

(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在）(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在）(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在）(1)職員の平均年齢、平均給料月額及び平均給与月額の状況（令和３年４月１日現在）

　　　　①一般行政職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

　　　　②技能労務職

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円 円 円

歳 円

（注）１　「平均給料月額」とは、令和３年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本給の平均である。

      ２　「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当などの　　　　　 

　　　　すべての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実態調査において明らかにされているものである。　

　　　　　また、「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手当、特殊勤務手当等　　　

　　　　の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベースで再計算したものである。

　　　　

(2)職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）(2)職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）(2)職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）(2)職員の初任給の状況（令和３年４月１日現在）

円 円 円

円 円 円

円 円 円

円 円 円

(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）(3)職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（令和３年４月１日現在）

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

円 円 円 円

328,603

平均給与月額

（国ベース）

348,065

大分県区　　　　　分 宇佐市

（国ベース）

367,224

341,663

-

-

―

う ち そ の 他

大　学　卒

―

286,947

383,371

経験年数１０年

265,392大　学　卒

226,058

226,058

-

経験年数２０年

350,592

335,616

335,616

経験年数２５年 経験年数３０年

技能労務職

中　学　卒

一般行政職

341,601

352,896

- -

364,435

328,603

-

350,307

-

技能労務職

54.3 332,864

類似団体

区　　分 平均給与月額

大分県

51.9

53.5

346,219

50.9

373,056

352,896

327,337

中　学　卒

平均給与月額

高　校　卒

う ち 学 校 給 食

383,015

平 均 年 齢

383,674 370,490

民間事業者平均

42.3 401,632

平均年齢 平均給料月額

325,827 407,153

平均給与月額

国 43.0

国

高　校　卒

類似団体

334,000

154,900

50.0

311,873

150,600

152,700

高　校　卒

346,620

374,208

374,208

区　　　         分

185,870

152,577

339,933

一般行政職

49.6 351,995

319,615大分県

324,677宇佐市 41.9

316,706 379,358

宇佐市

区　　分

42.3

高　校　卒

平均給料月額

327,028

182,200

378,048

188,700

国

152,577

-

407,153
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３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況３　一般行政職の級別職員数等の状況

(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和３年４月１日現在）(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和３年４月１日現在）(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和３年４月１日現在）(1)一般行政職の級別職員数及び給料表の状況（令和３年４月１日現在）

（注）１　宇佐市の給与条例に基づく給料表の級区分による職員数である。

      ２　標準的な職務内容とは、それぞれの級に該当する代表的な職務である。

  

(2)昇給への人事評価の活用状況(2)昇給への人事評価の活用状況(2)昇給への人事評価の活用状況(2)昇給への人事評価の活用状況

　

イ．

ロ．

円

令和3年4月2日から令和4年4月1日
までにおける運用

管理職員 一般職員

人事評価を活用している

活用している昇給区分

円

円

人

350,000

円

289,700

円

444,900

57

394,000

円

7.1

○人事評価を活用していない

活用予定時期

304,20012.8

主幹
％

％

21.1

人

標準の区分のみ（一律）

４　　級 副主幹

課長補佐

28

３　　級

５　　級

８　　級

264,200

人

上位、標準、下位の区分

上位、標準の区分

標準、下位の区分

○

最高号給の

給料月額

円
１　　級

41

410,200

円

9.2

319,200

円

主事・技師

人

32

％

10.3

247,600

職員数 構成比
１号給の

給料月額

円

146,100

円

人
主事・技師

人

人

人

46

％

408,100

未定 未定

％

昇給可能
な区分

昇給実績が
ある区分

昇給可能
な区分

195,500

円

231,500

円

６　　級

昇給実績が
ある区分

２　　級

主任

94

144

％

32.3

７　　級
6.3

％

0.9
部長

円

384,200

円

課長

区　　分 標準的な職務内容

362,900

円

％

468,6004

１級, 9.2% １級, 9.2% １級, 5.7%

２級, 12.8% ２級, 12.1%
２級, 9.6%

３級, 10.3% ３級, 8.9%
３級, 12.8%

４級, 21.1% ４級, 22.8% ４級, 25.5%

５級

32.3%
５級

31.3%

５級

30.3%

６級, 7.1% ６級, 6.5% ６級, 6.6%

７級, 6.3% ７級, 7.4% ７級, 7.3%

８級, 0.9% ８級, 1.8% ８級, 2.3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和３年の構成比 １年前の構成比 ５年前の構成比
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４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況４　職員の手当の状況

(1)期末手当・勤勉手当(1)期末手当・勤勉手当(1)期末手当・勤勉手当(1)期末手当・勤勉手当

千円 千円

（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合） （令和２年度支給割合）

期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 期末手当　　　　　　　　　　　  勤勉手当

 月分  月分  月分  月分  月分  月分

（ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分 （ ）月分 ( ）月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況） （加算措置の状況）

（注）　(  )内は、再任用職員に係る支給割合である。

○勤勉手当への人事評価の活用状況

　

イ．

ロ．

(2)退職手当（令和３年４月１日現在）(2)退職手当（令和３年４月１日現在）(2)退職手当（令和３年４月１日現在）(2)退職手当（令和３年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

（２％～４５％加算） （２％～４５％加算）

平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、令和２年度に退職した職員に支給された平均額である。

(3)地域手当（令和３年４月１日現在）(3)地域手当（令和３年４月１日現在）(3)地域手当（令和３年４月１日現在）(3)地域手当（令和３年４月１日現在）
・地域手当は支給しておりません。

(4)特殊勤務手当（令和３年４月１日現在）(4)特殊勤務手当（令和３年４月１日現在）(4)特殊勤務手当（令和３年４月１日現在）(4)特殊勤務手当（令和３年４月１日現在）

千円

　円

　％

応募認定・定年 応募認定・定年

47.709

47.709

千円

千円

332
徴収金額の
　1,000分の2（現年分）
　1,000分の5（過年分）

1日　500円
コロナ関連PA出動　3,000円
コロナ搬送　4,000円

1日　200円

1件　1,000円
1件　3,000円

1件　300円

1日　700円

１当務　200円
１当務　300円

千円

千円

千円

１人当たり平均支給額（令和２年度）

支給実績が
ある成績率

支給可能
な成績率

支給実績が
ある成績率

市税徴収

管理職員 一般職員

支給可能
な成績率

標準、下位の成績率

活用している成績率

47.709

野犬狩りに従事

大分県

0.90

1.90

生活環境課職員

消防職員（日勤者除く） 2,014

感染症防疫作業

自己都合

手当の名称 主な支給対象職員

人事評価を活用していない ○ ○

活用予定時期

上位、標準の成績率

1,6841,768

406

-

49

33.27075

3,714

37,898

16.3

913

消防勤務手当

24.586875

自己都合

47.709

国

1.90

福祉事務所現業手当

税務課職員

福祉課保護係職員 ケースワーカーとして

消防業務
救急業務

1.90

47.709

上位、標準、下位の成績率

国

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～20％
・管理職加算　10%

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～20％
・管理職加算　10～25％

1.45

2.55

0.90

左記職員に対する支給単価

支給実績（令和２年度決算）

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和２年度）

19.6695

28.0395

39.7575

47.709

19.6695

-

標準の成績率のみ（一律）

行旅病死人作業手当

犬猫処理手当

未定 未定

支給実績
（令和２年度決算）

39.7575

24.586875

33.27075

感染症防疫作業手当

0.90

―１人当たり平均支給額（令和２年度）

28.0395

千円

千円

行旅病人の収容作業
行旅死人の収容作業

犬猫の死体処理

22,349

令和３年度中における運用

人事評価を活用している

税務賦課徴収手当

宇　　　　　　　　　佐　　　　　　　　　　　市

主な支給対象業務

2.55

宇佐市

2.55

1.45

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～15％

1.45

4,384

野犬狩り手当
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(5)時間外勤務手当(5)時間外勤務手当(5)時間外勤務手当(5)時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）　職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

　　　総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）である。

(6)その他の手当（令和３年４月１日現在）(6)その他の手当（令和３年４月１日現在）(6)その他の手当（令和３年４月１日現在）(6)その他の手当（令和３年４月１日現在）

円

円

円

円

円395,803

異なる

支給実績

147,140

271

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算）

支給実績（令和２年度決算）

62,995

支給職員１人当たり

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

国の制度と

千円異なる

扶養手当

（令和２年度決算）との異同

国の制度

・1時間当たりの給与額に
100分の125から100分の
150

28,102

支給単価

110,641

支給実績（令和元年度決算）

内容及び支給単価

202

千円

異なる

平均支給年額

異なる

異なる内容

611,315

121,378

53,921

借家につい
て、対象家
賃額、控除
額、上限

千円

支給単価

住居手当

・自ら居住するために住宅
を借り受け月額12,000円
を超える家賃を支払って
いるもの　11,000円～
27,000円

・その所有に係る住宅に
居住している職員の住居
手当廃止（経過措置：令和
２年度、3,300円（新築から
6年間は1,800円加算）

同じ

千円

管理又は監督の地位にあ
る職員
・園長，所長等
　12,000円，21,500円
・課長等
　48,500円，53,500円
・部長等　62,300円
　66,200円，70,000円

休日勤務手当

81,308 297,832千円

141,897

（令和２年度決算）

手　当　名

通勤手当

交通機関利用者限度額
　　55,000円
片道2㎞以上から14区分
　7,500円から24,000円

33,011管理職手当

距離区分及
び単価

・配偶者11,500円
･子10,000円
・父母等7,000円

・配遇者がない場合の扶
養親族１人目10,000円

・特定期間の加算5,500円
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５　特別職の報酬等の状況（令和３年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（令和３年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（令和３年４月１日現在）５　特別職の報酬等の状況（令和３年４月１日現在）

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

円 円／ 円

月分

月分

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

　給料月額×在職月数×100分の42.5

　給料月額×在職月数×100分の34

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、給料月額及び支給率に基づき、１期（４年＝４８月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

(参考）　教育長

　　 （算定方式） （１期の手当額） （支給時期）

　給料月額×在職月数×100分の17

（注）　退職手当の「１期の手当額」は、給料月額及び支給率に基づき、１期（３年＝３６月）     

           勤めた場合における退職手当の見込額である。                                 

347,900

454,500

268,200

期毎

期末手当 　（令和２年度支給割合）　3.30月分

議 員

10,608,000

議 長

副 議 長

期毎

415,000

期毎

470,000

副 議 長

報

酬

期
末
手
当

1,000,000

650,000

810,000

給

料
802,000副 市 長

3,427,200

市 長

区 分

備　　　　考

355,000

（参考）類似団体における最高／最低額

585,000

285,100

給 料 月 額 等

副 市 長

退
職
手
当

16,524,000

　　（令和２年度支給割合）

3.30

375,000

　　（令和２年度支給割合）

給料 560,000円

退職
手当

市 長

市 長

議 長

議 員

副 市 長

515,000

555,000

3.30

7



６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況６　職員数の状況

（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由（1)部門別職員数の状況と主な増減理由

（令和２年は４月１日現在。令和３年は５月異動のため５月１日現在）

人

人）

人

人）

人

（注）１　職員数は一般職に属する職員数である。

　　　２　[     ]内は、条例定数の合計である。

下水処理区域拡大に伴う業務量増加による増員

消防部門

112

四日市幼稚園休園に伴う減員

＜参考＞

74

人口１万人当たり職員数

合　　計

[   　 0      ］[       883       ］

＜参考＞

122.62

35

57

0

△ 1

91

06464

主な増減理由

5 0

令和3年

424

18

税務 35

5

1

0

0

19

74民生

土木

0

農水

58

職 員 数

新型コロナウイルス対策に伴う事務量増加による増員

対前年
増減数

0

18

介護保険事業の事務量増加による増員

84

91

18

△ 3

一
般
行
政
部
門

　　　　　　　　区　　分

　部　　門

58

424

衛生

商工

57

令和2年

62.46（類似団体の人口１万人当たり職員数

議会

＜参考＞

77.83人口１万人当たり職員数

602

0

1

87

普
通
会
計
部
門

小　計

教育部門

大分県自治人材育成センター派遣終了

109.95

0

△ 3

計

83.14

人口１万人当たり職員数

（類似団体の人口１万人当たり職員数

599

総務

[       883       ］

35

113

15

2

668

　公
　営
　企会
　業計
　等部
　 　門

その他

下水道

水道

小　計

36

14

1

△ 1669

6967

8



(2)年齢別職員構成の状況（令和３年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（令和３年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（令和３年４月１日現在）(2)年齢別職員構成の状況（令和３年４月１日現在）

(3)職員数の推移(3)職員数の推移(3)職員数の推移(3)職員数の推移
（単位：人・％）

（注）　各年における定員管理調査において報告した部門別職員数。（27年からは教育長を含まない）

～

　　　　　　　　　年　度

部　門　別

～

69

424

597

91

419

66

668

411

601

90

区　分

51歳 59歳

～

668

普通会計計

公営企業等会計計

総合計 669

23

67

0.0%668 668

6792

424

教育

消防

２８年
過去5年間

の増減数（率）

602

67

0

597

職員数

91

3.2%13

32歳

88

43歳

1

39歳

89

人人 人

36歳

9

35歳

～

人人人

423

599

84

91

56歳

87

37

人

69

418

75

28歳

R元年

20歳 48歳

91

6310459

人

～
52歳

人

44歳

～～

40歳

一般行政

～

人

63

R３年

31歳27歳 47歳

20歳

未満

4 57

23歳 55歳

計

人

２９年

人

R２年

5272

24歳

576

～～

△ 25.0%

３０年

87 87

4.0%

90

12.0%

1.1%

663664

△ 23

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

20歳未満 20-23歳 24-27歳 28-31歳 32-35歳 36-39歳 40-43歳 44-47歳 48-51歳 52-55歳 56-59歳

構成比
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７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況７　公営企業職員の状況

(1)水道事業(1)水道事業(1)水道事業(1)水道事業

① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況① 職員給与費の状況

  　ア　決算

　（参考）

（注）　　資本勘定支弁職員に係る職員給与費　37,904千円を含まない。

（注）１　職員手当には退職給与金を含まない。

      ２　職員数については、令和３年３月３１日現在の人数である。また、任期付短時間勤務職員（再任用

職員（短時間勤務））を含み、会計年度任用職員を含まない。

      ３　給与費については、任期付短時間勤務職員（再任用職員（短時間勤務））の給与費が含まれているが、

会計年度任用職員の給与等は含まれていない。

イ　 特記事項

給料の削減等

◎全職員の給料をH18/4/1より一律5%削減、H22/4/1～H23/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝4%、3～6級＝5%、7級以上＝6%)

◎管理職手当をH18/1/1より削減 課長級～(支給率）給料の8%→H18/1/1から6%→H20/4/1から5.5%　　

　　＊H22/4/1より、ｶｯﾄ後の中位層の額を参考に定額化している（課長級＝31,500円）

　　＊H25/9/1より、（課長＝48,500円）に改定　　＊H28/4/1より、（課長＝53,500円）に改定　　＊H25/9/1～H29/3/31は １０％削減

◎職員の昇給をH20/1/1より1年間停止（若年層及び給料表の二表適用者除く）

◎新給料表への号給の切替え（H18/4/1）に伴う経過措置としての現給保障について、差額相当額の30％削減

◎職務級の見直し（H23/4/1，H27/4/1）に伴う経過措置としての現給保障について、差額相当額の5～20％削減

② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和３年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和３年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和３年４月１日現在）② 職員の基本給、平均月収額及び平均年齢の状況（令和３年４月１日現在）

歳 円 円

歳 円 円

（注）　平均月収額には、期末・勤勉手当等全ての手当てを含む。  

③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況③ 職員の手当の状況

ア　期末手当・勤勉手当

千円　 千円　

（令和元年度支給割合） （令和元年度支給割合）

　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当 　　　　　　　　期末手当　　　　　　　　　　勤勉手当

月分 月分 月分 月分

（加算措置の状況） （加算措置の状況）

イ　退職手当（令和２年４月１日現在）

（支給率）　　　　　　　　　　　 （支給率）　　　　　　　　　　　

勤続２０年 月分 月分 勤続２０年 月分 月分

勤続２５年 月分 月分 勤続２５年 月分 月分

勤続３５年 月分 月分 勤続３５年 月分 月分

最高限度 月分 月分 最高限度 月分 月分

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 その他の加算措置 定年前早期退職特例措置

平均支給額 千円 千円 平均支給額 千円 千円

（注）　退職手当の1人当たり平均支給額は、令和２年度に退職した職員に支給された平均額である。

1,768

47.709

千円

502,816

宇 佐 市
（ 水 道 事 業 ）

1.90

1,817

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～15％

47.709

24.586875

自己都合

335,096

宇　佐　市　（　一　般　行　政　職　）

528,614

自己都合

職制上の段階、職務の級等による加算措置
・役職加算　5～15％

1.902.55

　　　　　　区　　分

24.586875

0

千円　

6,045

一人当たり給与費

千円

給　　　　　　　　　与　　　　　　　　　費

職員手当

１人当たり平均支給額（令和２年度）

2.55

19.6695

28.0395

39.7575

47.709

19.6695

28.0395

39.7575

　R2/4/1～R5/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝1.5%、3級＝3%、4～6級＝4%、7級以上＝6%)

　H29/4/1～R2/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝2%、3～6級＝4%、7級以上＝6%)

平　均　年　齢

47.709

22,349

宇　佐　市（　水　道　事　業　） 宇　佐　市　（　一　般　行　政　職　）

千円

31年度の総費用に占

45.3

Ｂ　

基本給

　質収支

％　　　　千円

11.6

期末・勤勉手当

14,447 6,748121,457

11.6%

％千円　

14,405

千円

職員給与費比率

34,087

団 体 平 均

職員数

　　　　　　Ａ 給　 料 　　計　　Ｂ

一人当たり

職員給与費

42.5 346,150

１人当たり平均支給額（令和２年度）

宇　佐　市　（　水　道　事　業　）

区　　分

人

平均月収額

　　　　　　Ｂ／Ａ

　H23/4/1～H25/8/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝3%、3～6級＝4%、7級以上＝5%)

　H25/9/1～H26/4/30は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝4%、3～6級＝5%、7級以上＝6.5%)　※国の東日本大震災に係る減額に応じたもの

　H26/5/1～H29/3/31は級別にｶｯﾄ率を設定した（1～2級＝2%、3～6級＝3%、7級以上＝4%)

72,923

給与費　B/A

令和２年度

区　　分

千円

（参考）類似団体平均

純損益又は実

18

　　　　　千円

113,078

令和２年度

976,217

総費用に占める

Ａ  める職員給与費比率

総費用

応募認定・定年 応募認定・定年

4,384

47.709

33.27075

47.709

33.27075

0
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ウ　地域手当（令和３年４月１日現在）

・地域手当は支給しておりません。

エ　特殊勤務手当（令和３年４月１日現在）
千円

　円

　％

オ　時間外勤務手当

千円

千円

千円

千円

（注）職員１人当たり平均支給額を算出する際の職員数は、「支給実績（○年度決算）」と同じ年度の４月１日現在の

　　　総職員数（管理職員、教育職員等、制度上時間外勤務手当の支給対象とはならない職員を除く。）である。

カ　その他の手当（令和３年４月１日現在）

円

円

円

円

円

309,889

管理又は監督の地位にあ
る職員
・課長　53,500円

交通機関利用者限度額
　　55,000円
片道2㎞以上から14区分
　7,500円から24,000円

異なる 支給単価

・自ら居住するために住宅を
借り受け月額12,000円を超え
る家賃を支払っているもの
11,000円～27,000円

・その所有に係る住宅に居住
している職員の住居手当廃
止（経過措置：令和２年度、
3,300円（新築から6年間は
1,800円加算）

異なる

109,643

642

4,539

異なる内容

支給職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算）

支給実績（令和２年度決算）

職員全体に占める手当支給職員の割合（令和２年度）

距離区分及
び単価

管理職手当

千円

0

支給職員１人当たり

職員１人当たり平均支給年額（令和２年度決算） 267

支給実績

支給実績（令和元年度決算） 3,089

住居手当 114,385

2,789

平均支給年額

千円

（令和２年度決算）

0

0.0

国の制度と

（令和２年度決算）

182

との異同

手当の種類（手当数） なし

休日勤務手当
・1時間当たりの給与額に
100分の125から100分の
150

同 0 千円

通勤手当 異なる

支給実績（令和２年度決算）

扶養手当

職員１人当たり平均支給年額（令和元年度決算）

・配偶者11,500円
･子10,000円
・父母等7,000円

・配遇者がない場合の扶
養親族１人目10,000円

・特定期間の加算5,500円

国の制度

支給単価

内容及び支給単価手　当　名

0

1,535

異なる

千円 642,000

借家につい
て、対象家
賃額、控除
額、上限

千円1,487

11



８　級別及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）８　級別及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）８　級別及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）８　級別及び職制上の段階ごとの職員数（令和３年４月１日現在）

【行政職給料表】

技師

課長

消防長 1

８級 部長の職務 6 1.0%
議会事務局長 1

部長

主幹の職務

69

126

191

150

（人）

70

主任の職務

副主幹の職務

主事

主事

７級

3

４級

60

館長 1

2

管理栄養士

33

24.5%

1

1.0%

8

所長 2

課長補佐 30

会計管理者 0

次長 1

困難な業務を分掌する課長の職務

館長

2

１級 定型的な業務を行う職務

11.4%

署長 2

6

合計 内訳

（人）職名

※臨時職員と自治法派遣の指導主事は含まない。

37 6.0%

２級
特に高度の知識若しくは経験を必要とする
業務を行う職務

89 3

保健師

主任

副主幹

主幹・副園長
室長

課長級

級 級別基準職務表に規定する基準となる職務
（人） （％）

６級

３級

20.6% 副主幹級

191 31.2% 191

係員級

20.6%

100.0%

消防士 17

保育士

部長級

５級

126

（％）

主任級

126

教育次長 1

1課長、課長補佐の職務

14.5%

3

11.3%

44

28

技師

保健師

2

園長

61 10.0%

消防士 12

1

5.4%

69

局長

段階

職制上の段階

69

合計 612

31.2% 主幹級

11.3%
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【技能労務職給料表】

【企業職給料表】

副主幹 4

主幹 7

― 1

課長 1

― 0

困難な業務を分掌する課長の職務

２級
特に高度の知識若しくは経験を必要とする
業務を行う主事及び技師の職務

0 0.0%

内訳

職名 （人）

― 0

― 0

主任 4

副主幹

定型的な業務を行う主事及び技師の職務 3

（人） （％）

主事・技師 3

（人）

合計 18 100.0%

合計 34 100.0%

2

（人）

副主幹の職務

4

級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計

２級

７級

10

1 5.6%

2

主幹の職務

級

0 係員級0.0%

11.8%

高度の技能又は経験を必要とする職務 0

職制上の段階

10

22.2%

16.7%

主事

10

専門員

８級 部長の職務 0 0.0% 0 0.0% 部長級

６級 課長、課長補佐の職務 1 5.6%

2３級 主任の職務

0.0%

３級

（人） （％） 段階

段階

20

16.7%

５級

１級

主任級

11.1% 主任級

4

2

１級 定型的な業務を行う職務 0 0.0%

４級

４級 副主幹の職務 4 22.2%

11.1%

主任の職務 4 11.8%

級 級別基準職務表に規定する基準となる職務
合計 職制上の段階

係員級

職名

0

副主幹級

内訳

―

（人）

0

主任

11.1% 課長級

3

7

（％） （％）

29.4% 副主幹級

５級 専門員の職務 20 58.8% 20 58.8% 専門員級

６級 統括専門員の職務 0 0.0% 0 0.0% 統括専門員級

38.9% 7 38.9% 主幹級

29.4%

13



Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況Ⅲ．職員の勤務時間その他の勤務条件の状況
ア　勤務時間

職種や勤務場所により異なります。

イ　休日、休暇等の状況

Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況Ⅳ．職員の分限及び懲戒処分の状況
ア　分限処分

イ　懲戒処分

Ⅴ．職員の服務の状況Ⅴ．職員の服務の状況Ⅴ．職員の服務の状況Ⅴ．職員の服務の状況

Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況Ⅵ．職員の研修及び勤務成績の評定の状況

勤務場所 勤務時間帯

減給

0

失職 0

降給

0

一の年に２０日
２０日を超えない範囲内で翌年に繰り越せる

組合休暇 職員団体の業務又は活動に従事する場合（無給）

種類 件数 処分事由

降任

休憩時間

介護休暇
２週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護のための休暇で、連続す
る６ヶ月の期間内において必要と認められる期間（無給）

種類

本庁の場合 ８時３０分から１７時 ４５分

宇佐市職員服務規程による
宇佐市職員倫理規程による

研修の状況

・市役所内での、新規採用職員研修、庶務・接遇研修、人権学習会等
・大分県自治人材育成センター主催の研修に参加
・全国市町村国際研修所主催の研修に参加
・市町村職員中央研修所主催の研修に参加
・各部内での業務研修等
・自治大学校への派遣

免職

1

0

通常業務処理不適正

停職 0

合計 4

種類 件数 処分事由

免職 0

4 心身の故障

戒告 0

合計 1

病気休暇 １８０日以内

特別休暇
主なものとして、産前産後休暇、子の看護のための休暇、忌引休暇、夏季休暇、生理休
暇等

概要

年次有給休暇

休職
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Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況Ⅶ．職員の福利及び利益の保護の状況
ア　健康管理事業の状況

イ　公務災害等の発生状況

ウ　職員互助会の状況

Ⅷ．公平委員会の報告Ⅷ．公平委員会の報告Ⅷ．公平委員会の報告Ⅷ．公平委員会の報告

5 5 0

認定件数

団体名

宇佐市職員共済会

頸肩腕健康診断 0 給食調理員

ＶＤＴ検査

令和元年度

件数

0

0

0

項目

　勤務条件に関する措置の要求

　不利益処分に関する不服申立て

　その他

受診者数（人） 内容

会員数（人）
予算額
（千円）

672 19,304

市負担額
（千円）

6,653

主な事業

慶弔給付、教育文化・体育に関する事業

内容

生活習慣病検診、一般健診、人間ドッグ、脳ドック等定期健康診断 669

予防接種 0 保健師、看護師等

0 電算事務に長時間従事する職員

公務災害 通勤災害

項目

内容
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